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文 教 福 祉 常 任 委 員 会 記 録 
 

令和６年９月30日（月）午後１時27分～午後１時35分（９階908会議室） 

 

○出席委員（９名） 

委 員 長 川又 康彦 

副委員長 高木 直人 

委  員 佐藤  勢 

委  員 遠藤 幸一 

委  員 佐々木 優 

委  員 石原洋三郎 

委  員 大平 洋人 

委  員 宍戸 一照 

委  員 半沢 正典 

 

○欠席委員（なし） 

  

○市長等部局出席者（なし） 

 

○案  件 

  所管事務調査「児童生徒と体力の向上に関する調査」 

  １ 当局説明について 

  ２ 参考人招致について 

  ３ その他 

                                              

               午後１時27分    開  議 

（川又康彦委員長）ただいまから文教福祉常任委員会を開会いたします。 

 初めに、当局説明についてを議題といたします。 

 前回の委員会において、当局説明の方針を決定させていただきました。当局と事前協議した結果、

別添のＤＤの当局説明開催内容案で実施したいと考えております。 

 なお、前回からの修正点としまして、説明内容が（１）、（２）、（３）という形で分かれていた

のですけれども、（３）の体力向上のための家庭や地域等と連携した取組という部分の家庭という部
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分が教育委員会の取組としてそぐわないところがあるのではないかという話がありまして、（３）の

体力向上のための家庭や地域等と連携した取組が大きな項目立てで３つ目にあったのですが、これを

（１）の⑥といたしまして、地域等と連携した取組に組替えをいたしました。そのほかは、前回お示

ししたとおりとなります。 

 日程調整についてはこの後行いますが、当局説明内容についてご意見がございましたらお願いいた

します。 

     【「なし」と呼ぶ者あり】 

（川又康彦委員長）では、内容につきましては案のとおりとさせていただきます。 

 ここで、当局説明の日程調整を行うため、暫時休憩いたします。 

               午後１時29分    休  憩 

                                              

               午後１時31分    再  開 

（川又康彦委員長）では、日程調整の結果、当局説明の開催日時については11月15日午前10時からと

いたします。日付を入れました確定版については、後ほど同フォルダー内に入れさせていただきます

ので、ご覧ください。 

 次に、参考人招致についてを議題といたします。 

 前回の協議を受けて、参考人招致につきまして、１回目の参考人招致は児童生徒の体力向上や体育、

保健体育を専門とする教育学部系の大学教授、２回目の参考人招致は理学療法を専門とする有識者と

しておりました。 

 本日は、正副委員長案を作成いたしましたので、ご説明いたします。ＤＤの参考人招致１回目（案）

をご覧ください。１回目の参考人招致につきましては、正副委員長としては、体育の専門家として、

子供の体力、運動能力向上プログラムなどを研究されている福島大学人間発達文化学類教授の小川宏

氏に依頼したいと考えております。聴取項目につきましては、児童生徒の体力、運動能力の現状と課

題、向上策についてをテーマとしまして、児童生徒の体力、体格等の近年の傾向や運動環境を取り巻

く課題、小中学校における体力向上策についてなどを考えております。開催時期については、12月の

下旬を想定しております。 

 次に、お二人目の参考人招致２回目案をご覧ください。２回目の参考人招致につきましては、正副

委員長としては、理学療法の専門家として、福島県立医科大学保健科学部理学療法学科の楠本泰士氏

に依頼したいと考えております。楠本氏は、主な書籍として、子どもの発達から考える運動指導法と

いう本を執筆されておりまして、その他、市内の平野小学校、中学校へ肥満対策に関する健康調査な

どを実施した実績がございます。運動器検診等を含め、理学療法的な見地から児童生徒の運動能力を

伸ばすことに関して適切な専門家であると考えております。聴取内容については、運動器から見た児

童生徒の体力向上についてをテーマとしまして、子供の発達から考える運動指導法や運動器から見た
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児童生徒の体力向上の指導法について聴取しようと考えており、学校健診への運動器の検診の導入な

どについても聴取できればと考えております。お二人目の参考人招致については、１月の中旬を想定

しております。 

 それでは、参考人招致の案につきまして委員の皆様からご意見を頂戴したいと思います。何かござ

いますか。 

     【「なし」と呼ぶ者あり】 

（川又康彦委員長）では、ご意見ないようですので、参考人招致につきましてはこのお二人の形で進

めさせていただきます。 

 なお、参考人との協議の結果を反映しました参考人実施要領案を今後の委員会の中でお示しいたし

ます。 

 次に、その他といたしまして、委員の皆様から何かございますか。 

     【「なし」と呼ぶ者あり】 

（川又康彦委員長）それでは、ないようですので、以上で本日の文教福祉常任委員会を終了いたしま

す。 

               午後１時35分    散  会 

 

 

文教福祉常任委員長     川 又  康 彦    

 

 

 


